
平成

一
項

を
加

２

年 月 日 火曜日

山
に
改第

（
更

第
十にけ第

山 口 県

山
山

報

規山 毎

（号 外 ）

第
四
号
に
規
定
す
る
」
を
「
第
二

え
る
。

条
例
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項

口
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則

正
す
る
。

十
一
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を

新
の
登
録
の
申
請
期
限
）

一
条
の
七

条
例
第
二
十
二
条
第

受
け
て
い
る
登
録
の
有
効
期
間
の

れ
ば
な
ら
な
い
。

十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
登
録
申

口
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

口
県
規
則
第
三
号

山
口
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行

目

次

則口
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の

規

週
火
・
金
曜
日
発
行

十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
の

の
登
録
申
請
書
は
、
屋
外
広
告
業

（
昭
和
四
十
二
年
山
口
県
規
則

加
え
る
。

三
項
の
更
新
の
登
録
を
受
け
よ

満
了
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に

請
書
の
記
載
事
項
等
）
」
に
改

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

山
口
県
知

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
都
市
計
画
課

則

」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

登
録
又
は
更
新
登
録
申
請
書

第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
現

当
該
更
新
の
登
録
を
申
請
し
な

め
、
同
条
中
「
第
二
十
二
条
第

こ
に
公
布
す
る
。

事

村

岡

嗣

政

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（火曜日）

（
標
識
の
記
載
事
項
等
）

第
十
八
条
の
二

条
例
第
二
十

る
。 第

二
号
に
掲
げ
る
書
類

四

条
例
第
二
十
二
条
の
二

五

条
例
第
二
十
二
条
の
二

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改

（
屋
外
広
告
業
者
登
録
簿
閲
覧

第
十
三
条

知
事
は
、
条
例
第

に
供
す
る
た
め
、
屋
外
広
告

第
十
八
条
の
次
に
次
の
三
条

第
十
二
条
の
三

条
例
第
二
十

の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、

類
と
す
る
。

一

条
例
第
二
十
二
条
の
二

つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明

二

条
例
第
二
十
二
条
の
二

す
る
場
合
に
限
る
。
）

三

条
例
第
二
十
二
条
の
二

二

登
録
申
請
者
が
法
人
で

載
し
た
書
面

三

登
録
申
請
者
が
未
成
年

び
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

明
書
並
び
に
そ
の
役
員
の

四

登
録
申
請
者
が
選
任
し

す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

（
変
更
の
届
出
の
添
付
書
類
）

（
別
記
第
十
二
号
様
式
）
に

第
十
二
条
の
次
に
次
の
二
条

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
二
条
の
二

条
例
第
二
十

類
と
す
る
。

一

登
録
申
請
者
の
住
民
票

記
載
し
た
書
面
（
法
人
に

四
条
の
二
の
規
則
で
定
め
る
事
項

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の

め
る
。

所
）

二
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
屋

業
者
登
録
簿
閲
覧
所
を
山
口
県
土

を
加
え
る
。

二
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の

書
）

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の

登
記
事
項
証
明
書

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役

者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ

（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場

住
民
票
の
写
し
及
び
略
歴
を
記
載

た
業
務
主
任
者
が
条
例
第
二
十
四

す
る
書
面
及
び
当
該
業
務
主
任
者

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
加
え
る
。

二
条
の
二
第
二
項
の
規
則
で
定
め

の
写
し
（
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を

あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

一

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

変
更

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
書

変
更

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
書

外
広
告
業
者
登
録
簿
を
一
般
の
閲

木
建
築
部
都
市
計
画
課
に
設
け
る

す
る
条
例
第
二
十
二
条
の
二
第
二

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

変
更

住
民
票
の
写
し
（
法
人
に

変
更
（
商
業
登
記
の
変
更
を
必
要

変
更

登
記
事
項
証
明
書
及
び
前

員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
略
歴
を

の
法
定
代
理
人
の
住
民
票
の
写
し

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
登
記
事
項

し
た
書
面
）

条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

の
住
民
票
の
写
し

る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
略
歴

す 類類覧。 項書あと条 記及証当 書を

規

則



平

（
そ

第
二

成 年 月 日 火曜日

二三四第第四五本

山 口

３
保

（
監

第
十告

２
一

県 報

一二三四五
２

約

（号 外 ）

一二三四
２（

帳
第
十る

の
他
）

十
二
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も

処
分
を
受
け
た
者
の
登
録
番
号

処
分
の
原
因
と
な
つ
た
事
実

そ
の
他
必
要
な
事
項

十
九
条
第
一
項
中
「
、
屋
外
広
告

二
十
条
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次

条
例
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項

条
例
第
二
十
二
条
の
七
に
規
定

則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

前
項
の
帳
簿
は
、
各
事
業
年
度
の

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

督
処
分
簿
の
閲
覧
所
等
）

八
条
の
四

条
例
第
二
十
五
条
の

業
者
登
録
簿
閲
覧
所
と
す
る
。

条
例
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
の

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
氏

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

注
文
者
の
商
号
、
氏
名
及
び
住

た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

広
告
物
の
表
示
又
は
広
告
物
を

表
示
し
た
広
告
物
又
は
設
置
し

広
告
物
の
表
示
又
は
広
告
物
を

請
負
金
額

条
例
第
二
十
四
条
の
三
の
帳
簿
は

ご
と
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表

登
録
年
月
日

営
業
所
の
名
称

業
務
主
任
者
の
氏
名

条
例
第
二
十
四
条
の
二
の
標
識
は

簿
の
記
載
事
項
等
）

八
条
の
三

条
例
第
二
十
四
条
の

。

の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行

業
届
出
済
証
」
を
削
る
。

の
よ
う
に
改
め
る
。

に
規
定
す
る
届
出

別
記
第
十

す
る
届
出

別
記
第
十
四
号
様

末
日
を
も
つ
て
閉
鎖
す
る
も
の

三
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
閲

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て

） 所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

掲
出
す
る
物
件
の
設
置
の
場
所

た
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の

掲
出
す
る
物
件
の
設
置
の
年
月

、
広
告
物
の
表
示
又
は
広
告
物

い
。

者
の
氏
名

、
別
記
第
十
七
号
様
式
に
よ
ら

三
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別

三
号
様
式

式 と
し
、
閉
鎖
の
日
か
ら
五
年
間

覧
所
は
、
第
十
三
条
の
屋
外
広

各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主

名
称
又
は
種
類
及
び
数
量

日を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
の
契

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す

「

を
柱
灯
街

は
く
し
若
柱
電

又
物
告
広

外
屋
る
す
用
利

件
物
る
す

出
掲
を
れ
こ
は
記
上

告
広
は
又
付
巻
出
突の

他
の

そ
札
り

は
の
外
以

を
物
告

広
外
屋
は
又
物

屋る
す

出
掲

類
種 に

定
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
表
中

「

を
柱
灯
街

は
く
し
若
柱
電

又
物
告
広

外
屋
る
す
用
利

件
物
る
す

出
掲
を
れ
こ
は

外
以
記
上

塗
直

付
巻

出
突

物
屋
の

他
の

そ
札
り

は
の

出
掲
を
物
告

広
外
屋
は
又

塗
直

告
広

け
告
広

し

る
す

り

）
件

物
告
広

外

告
広

り

告
広

け

告
広

し

）

件
物

告
広

外
）

枚
）

個
）

枚

）
個

）
基

、
個

」
に
、

個
）

枚
）

枚

個
）

）
基

、
個

」
を

二



平成 年 月 日 火曜日

「

表

「

の 表 表別

山 口 県

物 上 は

「

物 上 は 利 電

報

施

同
様別

「

利 電

（号 外 ）

「

の る 替 定
「

積
面

示

積
面

示

の る 替 定

所
場

置
設
は

又
示記

第
七
号
様
式
の
表
中 直

件
物
る

す
出

掲
を

れ
こ

り
は

の
外
以

記

告
広

り
塗

又
告

広
外

屋
の

他
の

そ
札

す
出
掲

を
物

告
広

外
屋

は

灯
街
は

く
し

若
柱

件
物

る

物
告

広
外

屋
る

す
用

を
柱

件
物
る

す
出

掲
を

れ
こ

又
告
広

け
付

巻

告
広

し
出

突

外
以

記
告
広

り
塗
直

は
又

外
屋
の

他
の

そ
札

り
は

の
を
物
告

広
外

屋
は

又
告
広件

物
る

す
出

掲

番

名
氏

所
住

者
工

）
類

種

知
県
口

山
年

号

式
の
注
１
中
「
申
請
者
」
を
「
申

記
第
五
号
様
式
の
表
中

用

を
柱
灯

街
は

く
し

若
柱

出
突

又
物
告

広
外

屋
る

す 的
期

告
広
け

付
巻

告
広
し

外
屋

す
示

表
て

え
り

取
に

り
取

に
的

期

類
種

物
告
広

物
告

広
外

屋
す

示
表

て
え

元
類
種

枚
）

）

住

号
第
録

登
事

日
月

枚
）

山
号

番

名
氏

所

請
者
、
施
工
者
」
に
改
め
る
。 下

請

」」

個
）

）
基
、

個

」
を

枚

個
）

）
個

）
基
、

個
」

に
、

第
録
登

事
知
県

口
日

月
年

号

」

枚
）

個
）

」

請

をに
改
め
る
。

に
改
め
、

を

三



平成 年 月 日 火曜日 山 口

別

県 報

物 上 は

「

材

「

の 表 材

（号 外 ）

「

物 上 は 利 電

「

利 電

記
第
十
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
十

又
件

物
る

す
出

掲
を

れ
こ

の
外

以
記

告
広

り
塗

直
は

広
外

屋
の
他

の
そ

札
り

は
掲
を

物
告

広
外

屋
は

又
告
件

物
る

す
出

置
設

は
又

示

料 料

）
類

種

柱
灯
街

は
く

し
若

柱

所
場

又
物

告
広

外
屋

る
す

用

を
突

件
物

る
す

出
掲

を
れ

こ
直

告
広

け
付

巻

告
広

し
出

り
は

の
外

以
記

告
広
り

塗

又
告
広

外
屋

の
他

の
そ

札
す
出

掲
を

物
告

広
外

屋
は

灯
街

は
く

し
若

柱

件
物

る

物
告
広

外
屋

る
す

用

を
柱

広
け

付
巻

告
広
し

出
突

又
告

四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に

）

枚
）

枚
）

改
め
る
。

枚
）
個

）
基
、

個

」
に
、

」」

個
）

枚
）

個
）

）
基
、

個

」
を

個
）

をに
改
め
る
。

四



平成

る 他

年 月 日 火曜日

登 種 取 営 氏 る に た

山 口 県

又 場 申 の 申 業 及 営 山

報

条

（号 外 ）
第

け
お

に
体

団
共

公
方

地
の

所
の

所
務
事

る

号
番
録

登

が
人

理
代

定
法

び
並
地

在

の
員

役
の
合

場
あ
で

人
法

定
法

所
の

所

名
び
及

名
職

開
の

業

び
及
名
場

る
あ
代

る
た

主
う

扱
り

日
月

年
始

及
日

月
年

録 類
の
物

告
広

口

方
地
録
登

号
番

録
登

び

業
て
い

お
に

内
域

区
の

県

び
称
名

の
所

業
営

う
行

を

所
営

該
当

に
び

並
地

在
所

名

名
氏

の
者

任
主

務
業

の

場
る
あ

で
人

法
が

者
請

電

名
氏

び
及

名
職

の
員

役
合

あ
で
者

年
成

未
が

者
請

職

氏
の

人
理

代
定

法
の

合
る

は
又
所

住
び

及
称

名
は

名
又

所
住

名
氏

主

告
広

外
屋

り
お

と
の

記
下

項
３

第
項

１
第

更 登
の

業

書
係

関
、

り
よ

に
定

規
の

式
様

号
第事

知
県

口
山

屋

）
係

関
条様

の
合

で
人

法
が
人

理

地
在

月
年

名
職

名
氏

職
の

員
役

業
告

広
外

屋
県

口
山

月
年

団
共
公

た
け

受
を

第
録
登

番
話

称

日
月

年
録

登
名

体

地
在

所
）

号

称
名

は
又

氏
名

号
番

便
郵

務
事

る
た
主

は
号

番
便

郵

所
住

者
請

申

び
及

号
商

る
た

主
に

人
法

名
氏

及
称

名
に

人
法

け
受

を
録

登
の

新
録

話
電

え
添

を
類

山
、

で
の

い
た

記

。
す

ま
し

請
申

て

新
更

録
登

業
告

広
外

）
表

号
番

便
郵

書
請

申
録

登

号
日 日

名
氏

）
番

局
話
電

者
任
主

務
業

）

号
番

録
登

）

名

名
氏
の ）

所
務

事
の

そ
、

は
て

つ
あ

地
在

所
の

）
表

代
び

の
そ

、
は

て
つ
あ

名
氏

の
者

物
告

広
外

屋
県
口

）
番

局

第
例
条

日
月

年

）
裏

け
付

貼
紙

証
入

収
県

口
山

欄）
。
と

こ
い

な
し

印
消

五



平成 年 月 日 火曜日 山 口

変 変

県 報

条変 変 登

（号 外 ）
第

由
理

の
更

日
月

年
更

業
告

広
外

屋
り

お
と

の
次

規
の

項
１

第
５

の

録
登

の

届
お

り
よ

に
定

号
番

録
登

び
及

日
月

年
録

容
内

の
後

更

容
内

の
前

更

式
様

号
第事

知
県

口
山

屋

）
係

関
条様

月
年

の
た

つ
あ

が
更

変
に

項
事

。
す

ま
し

け

山
、

で

業
告

広
外

屋
県

口
山

月
年

第
録
登

更
変

項
事

録
登

業
告

広
外

所
住

者
出

届

届

び
及

号
商

る
た

主
に

人
法

名
氏

及
称

名
に

人
法話

電

日

第
例
条

物
告

広
外

屋
県
口

号
日

日
月

年

）
所

務
事

の
そ

、
は

て
つ
あ

地
在

所
の

）
表

代
び

の
そ

、
は

て
つ
あ

名
氏

の
者

）
番

局

届

日
た

じ
生

の
由

理
出

届

由
理

の
出

業
告

広
外
屋
り

お
と
の
次

に
定
規
の

項
１
第
７

の

にお
り

よ番
録

登
び

及
日

月
年

録
登

名
氏
び
及
号
商

号

の
そ
、
は
て

つ
あ
に
人
法

名
氏
の

者
表

代
び

及
称
名

所
住

）

の
そ
、
は
て
つ

あ
に
人
法

地
在

所
の

所
務
事
る
た
主

）

第
式
様
号

第

様
事

知
県
口
山

）
係

関
条

年

た
つ

あ
が

等
業

廃
て

い
つ

。
す

ま
し

け
届

、
で
の登
業
告
広
外
屋

県
口
山

年
第
録

）
号

番
便

郵

届

届
等
業
廃

業
告
広

外
屋

所
住

者
出

名
氏

主 法名 法

日
月

例
条

物
告

広
外
屋

県
口

山
第

条

号
日

月

）
番

局
話
電

日
月

年

）
た

の
そ

、
は

て
つ
あ

に
人

地
在

所
の

所
務

事
る

）
称

の
そ

、
は

て
つ
あ

に
人

名
氏

の
者

表
代

び
及

）
番

局
話
電

六



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

別
記
第
十
六
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

登
び

及
日

月
年

録
登

名
氏業

称
名

の
所

業
営

号
番

録

名
氏

の
者

任
主

務

第
式
様
号

第
係

関
２

の
条

名
氏
び
及
号
商

の
そ
、
は
て

つ
あ
に
人
法

合
場
る
あ
で
人
法

）
称

名

の
者
表
代
の

登
業

告
広

外
屋

県
口

山

年

第
録

）

識
標

録
登

業
告

広
外

屋

七

号

日
月



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

こ十
六
年
二
月
二
十
五
日
印
刷

十
六
年
二
月
二
十
五
日
発
行

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

県

庁
知
事

八


